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公布された条例のあらまし

◇特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部が改正され、地域経済

牽引事業のための施設のうち一定の要件を満たすものを設置した者について不動産取得税の課税免除をしたと

きは、地方交付税による減収補てんを行うとされたことに鑑み、当該不動産取得税を課税免除する特例を定め

る。

２ 条例の概要

(１) 地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画に記載された促進区域内において、地域経済牽引事業の

用に供する施設で一定の要件を満たすものを新設し、又は増設した者に対する不動産取得税は、課税免除す

る。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日等

ア 施行期日は、公布日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県港湾管理条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

鳥取港の利用促進を図るため荷役機械を更新することに伴い、当該荷役機械の使用料の額を定める。

２ 条例の概要

(１) クローラクレーンの使用料は、１時間につき15,012円とする。

(２) ジブクレーンの使用料を廃止する。

(３) 施行期日は、公布の日から起算して30日を経過した日とする。

◇鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

(１) 鳥取空港について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下「民間資金

法」という。）の規定による公共施設等運営事業の導入を可能とするため、所要の改正を行う。

(２) 空港の管理の適正化を図るため、所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 知事は、民間資金法の規定により、選定事業者に空港の運営等に係る公共施設等運営権を設定すること

ができることとする。

(２) 選定事業者の選定は、規則で定めるところにより知事に申請を行った民間事業者が基準に適合すると知

事が認めた場合に行うものとする等、公共施設等運営事業の導入に必要な事項を定める。

(３) 知事は、空港の運用時間内に航空機の離陸、着陸又は停留のため空港の施設を利用しようとする者に対

し、航空機による空港の利用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附することができるととも

に、これらに違反した者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。

(４) 航空機及び給油装置が電気的に接続していないときは、航空機の給油作業等を行うことができないこと

とする。

(５) その他所要の規定の整備を行う。

(６) 施行期日は、公布日から起算して30日を経過した日とする(３)及び(５)の一部に関する事項を除き、公

布日とする。

公布された規則のあらまし
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◇鳥取県営鳥取空港管理規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部が改正され、民間事業者に施設の運営権を設定する公

共施設等運営事業の導入が可能とされたこと等に伴い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 公共施設等運営事業を行う選定事業者の選定に係る申請の手続等について定める。

(２) 空港施設の利用に係る届出書等の様式について所要の改正を行う。

(３) 施行期日は、鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（以下「改正条例」

という。）第２条の規定の施行日とする(２)に関する事項の一部を除き、改正条例の施行日とする。
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条 例
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年10月17日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第38号

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例（平成12年鳥取県条例第61号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的） （目的）

第１条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法 第１条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法

（平成12年法律第15号。以下「過疎法」とい （平成12年法律第15号。以下「過疎法」とい

う。）、地域経済牽引事業の促進による地域の成長 う。）、企業立地の促進等による地域における産業

発展の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40 集積の形成及び活性化に関する法律（平成19年法律

号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。）、 第40号。以下「企業立地促進法」という。）、地域

地域再生法（平成17年法律第24号）及び山村振興法 再生法（平成17年法律第24号）及び山村振興法（昭

（昭和40年法律第64号）に定める目的の達成並びに 和40年法律第64号）に定める目的の達成並びに本県

本県における企業立地の促進に資するため、地方税 における企業立地の促進に資するため、地方税法

法（昭和25年法律第226号）第６条の規定による県 （昭和25年法律第226号）第６条の規定による県税

税の課税免除及び不均一課税について必要な事項を の課税免除及び不均一課税について必要な事項を定

定めるものとする。 めるものとする。

（促進区域における不動産取得税の課税免除） （同意集積区域における不動産取得税の課税免除）

第３条 地域経済牽引事業促進法第４条第２項第１号 第３条 企業立地促進法第９条第１項に規定する同意

に規定する促進区域内において、地域経済牽引事業 集積区域内において、企業立地促進法第５条第５項

促進法第４条第６項の規定による地域経済牽引事業 の規定による産業集積の形成又は産業集積の活性化

の促進に関する基本的な計画の同意の日（以下この に関する基本的な計画の同意の日（以下この条にお

条において「同意日」という。）から起算して５年 いて「同意日」という。）から起算して５年内に、

内に、地域経済牽引事業促進法第24条に規定する承 企業立地促進法第15条第２項に規定する承認企業立

認地域経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促 地計画に従って企業立地の促進等による地域におけ

進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第 る産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の

25条の地方公共団体等を定める省令（平成19年総務 地方公共団体等を定める省令（平成19年総務省令第

省令第94号）第２条に規定する対象施設（以下「対 94号。以下この条において「企業立地促進法省令」

象施設」という。）を設置した地域経済牽引事業促 という。）第３条に規定する対象施設（以下「対象

進法第14条第１項に規定する承認地域経済牽引事業 施設」という。）を設置した事業者（企業立地促進

者に対し、当該対象施設の用に供する家屋（当該施 法第５条第２項第６号に規定する指定集積業種で

設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係 あって、企業立地促進法省令第４条に規定する業種

るものを除く。）又はその敷地である土地の取得 に属する事業を行う者に限る。）に対し、当該対象

（同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得につ 施設の用に供する家屋（当該施設の用に供する部分

いては、その取得の日の翌日から起算して１年以内 に限るものとし、事務所等に係るものを除く。）又

に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手が はその敷地である土地の取得（同意日以後の取得に
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あった場合における当該土地の取得に限る。）につ 限り、かつ、土地の取得については、その取得の日

いては、不動産取得税を課さない。 の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とす

る当該家屋の建設の着手があった場合における当該

土地の取得に限る。）については、不動産取得税を

課さない。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

（不動産取得税に関する経過措置）

第２条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律

（平成29年法律第47号。以下「改正法」という。）の施行前に改正法による改正前の企業立地の促進等による

地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平成19年法律第40号。以下「旧法」という。）第14条

第３項の規定により企業立地計画の承認（旧法第15条第１項の規定による変更の承認を含む。）を受けた事業

者及び改正法附則第３条第１項又は第２項の規定によりなお従前の例により企業立地計画の承認又はその変更

の承認を受けた事業者に係る不動産取得税の課税免除については、改正前の特定地域等の振興を促進するため

の県税の課税の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
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鳥取県港湾管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年10月17日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第39号

鳥取県港湾管理条例の一部を改正する条例

鳥取県港湾管理条例（昭和35年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係）

１ 港湾施設用地以外の港湾施設 １ 港湾施設用地以外の港湾施設

港湾施設 使用料 港湾施設 使用料
区分 区分

の種類 単位 金額 の種類 単位 金額

略 略

荷役機械 クローラクレー １時間につ 15,012円 荷役機械 ジブクレーンを １時間につ 5,142円

ンを使用する場 き 使用する場合 き

合 １週間につ 230,400円

き

略 略

略 略

２ 略 ２ 略

備考 備考

１～３ 略 １～３ 略

４ 港湾施設用地に工作物を設置する場合に係る ４ 港湾施設用地に工作物を設置する場合に係る

使用期間が１年未満であるとき、又はその期間 使用期間が１年未満であるとき、又はその期間

に１年未満の端数があるときは月割りをもって に１年未満の端数があるときは月割りをもって

計算し、なお１月未満の端数があるときは１月 計算し、なお１月未満の端数があるときは１月

として計算し、上屋の専用使用をする場合及び として計算し、上屋の専用使用をする場合及び

港湾施設用地に工作物を設置しない場合に係る 港湾施設用地に工作物を設置しない場合に係る

使用期間が１月未満であるとき、又はその期間 使用期間が１月未満であるとき、又はその期間

に１月未満の端数があるときは、上屋にあって に１月未満の端数があるときは、上屋にあって

は１月として計算し、港湾施設用地にあっては は１月として計算し、港湾施設用地にあっては

日割りをもって計算し、荷役機械に係る使用時 日割りをもって計算し、荷役機械に係る使用時

間が１時間未満であるとき、又はその時間に１ 間が１時間未満であるとき、又はその時間に１

時間未満の端数があるときは、１時間として計 時間未満の端数があるときは、１時間として計

算する。 算し、荷役機械に係る使用期間が１週間未満で

あるとき、又はその期間に１週間未満の端数が

あるときは、１週間として計算する。

５ 略 ５ 略

附 則

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
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鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年10月17日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第40号

鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

第１条 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例（昭和42年鳥取県条例第24号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給油作業等の制限） （給油作業等の制限）

第７条 空港における航空機の給油又は排油の作業 第７条 空港における航空機の給油又は排油の作業

は、次の各号に掲げる場合には、行なってはならな は、次の各号に掲げる場合には、行なってはならな

い。 い。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 航空機及び給油装置が電気的に接続していな (４) 航空機及び給油装置が電位零以外の地点に接

いとき。 地しているとき。

(５) 略 (５) 略

（土地等の使用） （土地等の使用）

第11条 空港内の土地、建物その他の施設（以下「土 第11条 空港内の土地、建物その他の施設（以下「土

地等」という。）を使用しようとする者は、第４条 地等」という。）を使用しようとする者は、第４条

又は第４条の２第１項の規定により使用する場合を の規定により使用する場合を除き、知事の許可を受

除き、知事の許可を受けなければならない。当該許 けなければならない。当該許可に係る土地等の使用

可に係る土地等の使用の態様又は目的を変更しよう の態様又は目的を変更しようとするときも同様とす

とするときも同様とする。 る。

２ 略 ２ 略

（権限の委任） （権限の委任）

第20条 この条例（次条及び第22条第１項を除く。） 第20条 この条例に規定する知事の権限に属する事務

に規定する知事の権限に属する事務は、地方自治法 は、地方自治法第153条の規定に基づき、別に定め

第153条の規定に基づき、別に定めるところによ るところにより、知事の権限に属する事務を処理す

り、知事の権限に属する事務を処理するための組織 るための組織を構成する機関の長に委任する。

を構成する機関の長に委任する。

（公共施設等運営権を設定する場合の特例）

第21条 知事は、民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117

号）第16条の規定により、選定事業者（同法第２条

第５項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。）

に空港の運営等（同条第６項に規定する運営等をい

う。以下同じ。）に係る公共施設等運営権（同条第

７項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同

じ。）を設定することができる。
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２ 前項の選定事業者の選定は、規則で定めるところ

により知事に申請を行った民間事業者が次に掲げる

基準に適合すると知事が認めた場合に行うものとす

る。

(１) 空港の運営等に関する計画が当該運営等に係

る業務の適正かつ確実な実施のために適切なもの

であること。

(２) 空港の運営等を適正かつ確実に実施するため

に必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者で

あること。

第22条 前条第１項の規定により公共施設等運営権の

設定を受けた選定事業者（以下「運営権者」とい

う。）が行う業務は、空港の運営その他の知事が別

に定める業務とし、その基準は、知事が別に定め

る。

２ 前項の業務を行うため、この条例（前条及び前項

を除く。）の規定に基づく知事の権限は、第20条の

規定にかかわらず、運営権者が行うものとする。

第23条 前条第２項に規定する場合においては、第４

条又は第４条の２第１項の規定により空港の施設を

利用する者及び第11条第１項の規定により土地等の

使用の許可を受けた者は、運営権者が別に定める当

該施設の利用及び土地等の使用に係る料金を納めな

ければならない。

２ 前項の場合においては、第16条及び第17条の規定

は適用しない。

３ 運営権者は、第１項の料金を減免し、又は返還す

ることができる。

（規則への委任） （規則への委任）

第24条 略 第21条 略

第２条 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（運用時間内の空港の施設の利用の届出等） （運用時間内の空港の施設の利用の届出）

第４条 略 第４条 略

２ 知事は、前項の者に対し、航空機による空港の利

用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を

附することができる。

（運用時間外の空港の施設の利用の許可等） （運用時間外の空港の施設の利用の許可等）
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第４条の２ 空港の運用時間外に航空機の離陸、着陸 第４条の２ 空港の運用時間外に航空機の離陸、着陸

又は停留のため空港の施設を利用しようとする者 又は停留のため空港の施設を利用しようとする者

は、あらかじめ、前条第１項各号に掲げる事項を明 は、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を明らかに

らかにして、知事の許可を受けなければならない。 して、知事の許可を受けなければならない。許可に

許可に係る事項を変更しようとするときも同様とす 係る事項を変更しようとするときも同様とする。

る。

２ 略 ２ 略

（土地等の使用） （土地等の使用）

第11条 空港内の土地、建物その他の施設（以下「土 第11条 空港内の土地、建物その他の施設（以下「土

地等」という。）を使用しようとする者は、第４条 地等」という。）を使用しようとする者は、第４条

第１項又は第４条の２第１項の規定により使用する 又は第４条の２第１項の規定により使用する場合を

場合を除き、知事の許可を受けなければならない。 除き、知事の許可を受けなければならない。当該許

当該許可に係る土地等の使用の態様又は目的を変更 可に係る土地等の使用の態様又は目的を変更しよう

しようとするときも同様とする。 とするときも同様とする。

２ 略 ２ 略

（制止又は退去の命令） （制止又は退去の命令）

第19条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、 第19条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、

当該行為を制止し、又は空港からの退去その他必要 当該行為を制止し、又は空港からの退去その他必要

な措置を命ずることができる。 な措置を命ずることができる。

(１) 第４条第１項又は第４条の２の規定に違反し (１) 第４条又は第４条の２の規定に違反して空港

て空港の施設を利用した者 の施設を利用した者

(２) 第４条第２項の規定による指示又は条件に違

反して空港の施設を利用した者

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

(５) 略 (４) 略

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

(８) 略 (７) 略

(９) 略 (８) 略

第23条 前条第２項に規定する場合においては、第４ 第23条 前条第２項に規定する場合においては、第４

条第１項又は第４条の２第１項の規定により空港の 条又は第４条の２第１項の規定により空港の施設を

施設を利用する者及び第11条第１項の規定により土 利用する者及び第11条第１項の規定により土地等の

地等の使用の許可を受けた者は、運営権者が別に定 使用の許可を受けた者は、運営権者が別に定める当

める当該施設の利用及び土地等の使用に係る料金を 該施設の利用及び土地等の使用に係る料金を納めな

納めなければならない。 ければならない。

２・３ 略 ２・３ 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から

施行する。
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規 則
鳥取県営鳥取空港管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年10月17日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第47号

鳥取県営鳥取空港管理規則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県営鳥取空港管理規則（昭和42年鳥取県規則第37号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（着陸料等の減免） （着陸料等の減免）

第10条 略 第10条 略

（選定事業者の選定の申請）

第11条 条例第21条第２項の規定による申請は、申請

者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

を記載した申請書を知事に提出して行うものとす

る。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。

(１) 空港の運営等の業務に関する事業計画書

(２) 貸借対照表及び損益計算書その他の申請者の

財務の状況を明らかにすることができる書類

(３) 前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認

める書類

（運営権者の名称等の変更の届出）

第12条 条例第22条第１項に規定する運営権者（以下

「運営権者」という。）は、その名称、主たる事務

所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞な

く、その旨を知事に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出は、様式第７号による届出

書を知事に提出してしなければならない。

（運営権者による運営）

第13条 条例第22条第２項に規定する場合において

は、第１条の２、第１条の３、第５条及び第10条の

規定は適用しない。

２ 前項に規定する場合においては、この規則の規定

に基づく所長の権限は、運営権者が行うものとす

る。

３ 第１項に規定する場合においては、条例又はこの

規則に定めるもののほか、空港の運営に必要な事項

平成29年10月17日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第81号
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は、条例第22条第１項の規定により知事が定める基

準に従い、運営権者が定めるものとする。

第２条 鳥取県営鳥取空港管理規則の一部を次のように改正する。

様式第１号及び様式第１号の２を次のように改める。

様式第１号（第２条関係）

（表面）

空港施設利用（利用変更）届出書

年 月 日

職氏名 様

住所又は

所 在 地

氏名又は

名 称

空港の施設の利用（利用変更）をしたいので、下記のとおり届け出ます。

記

１ 利用に係る航空機の種類、型式及び登録記号

２ 利用の日時 年 月 日 時 分着陸

年 月 日 時 分離陸

（停留 時間）

３ 利用する目的

４ その他参考事項

備考 利用する目的は、定期運送事業、不定期運送事業その他について記載すること。

(裏面)

□ 法令の違反その他空港管理上の支障がないよう使用すること。

□ 届出者が、空港を使用した行為により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者でないこと。

□ 航空保険（第三者賠償責任保険）に加入していること。

（官公庁等による使用及び緊急時等の場合を除く。）

□ 航空保険（第三者賠償責任保険）証券等を提出すること。

（□初回 □更新 □他空港施設において提出済）

上記のとおり相違ないことを誓約します。
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注 該当する□にレ印を記入すること。

様式第１号の２（第３条関係）

（表面）

空港施設利用（利用変更）許可申請書

年 月 日

職氏名 様

住所又は

所 在 地

氏名又は

名 称

下記のとおり運用時間外の空港の施設の利用（利用変更）をしたいので、許可してくださるよう申請しま

す。

記

１ 利用に係る航空機の種類、型式及び登録記号

２ 利用の日時 年 月 日 時 分着陸

年 月 日 時 分離陸

（停留 時間）

３ 利用する目的

４ その他参考事項

備考

１ 利用する目的は、定期運送事業、不定期運送事業その他について記載すること。

２ その他参考事項は、運用時間外に利用する理由を詳細に記載すること。

(裏面)

□ 法令の違反その他空港管理上の支障がないよう使用すること。

□ 届出者が、空港を使用した行為により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者でないこと。

□ 航空保険（第三者賠償責任保険）に加入していること。

（官公庁等による使用及び緊急時等の場合を除く。）

□ 航空保険（第三者賠償責任保険）証券等を提出すること。

（□初回 □更新 □他空港施設において提出済）
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上記のとおり相違ないことを誓約します。

注 該当する□にレ印を記入すること。

様式第６号の次に次の１様式を加える。

様式第７号（第12条関係）

運営権者（名称・所在地・代表者）変更届出書

年 月 日

鳥取県知事 様

所 在 地

団 体 名

代表者氏名 ㊞

下記のとおり、変更が生じたので届け出ます。

記

変更年月日 変更の内容

変更前 変更後

附 則

この規則は、鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成29年鳥取県条例第40

号。以下「改正条例」という。）の施行の日から施行する。ただし、第２条中様式第１号及び様式第１号の２の

改正規定は、改正条例第２条の規定の施行の日から施行する。

平成29年10月17日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第81号
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